
・

※　住宅用地に係る変更がある場合は、別の手続も必要になります。

上記のとおり処理してよいか伺います。

令和　３　年　３　月　３１　日

全 部 一 部取壊し(用途変更）部分

取 壊 し （ 用 途 変 更 ）

住宅の建替えのため

担 当 課 長
課長補佐
 係　 長土地処理

従 前 の 種 類 （ 用 途 ）

変更後の種類（用途）

の 理 由 及 び そ の 後

の 土 地 の 使 用 目 的

高崎　太郎

高崎市高松町３５番地１

０２７－３２１－１１１１

受 付 課税台帳 図面処理

家 屋 の 所 在

電 話 番 号

処 理 者 印

家屋（補充）課税台帳に登録されている建物について、次により取壊し（用途変更）したので届け出ます。

高崎　太郎

027-321-1111

受付№

令和　３　年　４　月　１　日

様式第51号（第32条関係）

取壊し(用途変更）日

床 面 積

家 屋 の 構 造

（ あ て 先 ） 高 崎 市 長

　木　造　　瓦　葺　　２　階建

　１０４．３３　㎡

高崎市　高松　町　３５番地１

所有者の氏名（名称）

家 屋 取 壊 し （ 用 途 変 更 ） 届 出 書

高崎市高松町３５番地１

所有者の住所（所在）

届出人住所（所在）

氏 名 （ 名 称 ）

電 話 番 号

記入例


